
令和５年 第３回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和５年３月２３日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時５５分 

２ 場  所   津幡町役場２階 ２０６研修室 

３ 出席委員（４名） 

吉田克也教育長、山本祝男委員、鳥越千春委員、渡邉加寿子委員 

 欠席委員   越村 崇委員 

４ 事務局説明員  𠮷岡洋教育部長、山崎明人教育総務課長、北山ゆかり学校教育課長、 

宮崎寿生涯教育課長 

 事務局書記  松岡美夏教育総務課主事 

５ 議題及び審議結果 

報告第６号 行政委員会等の会議報告について  承 認 

報告第７号 津幡町招致外国青年任用規則の一部を改正する規則について 承 認 

報告第８号 津幡町教育委員会後援等名義使用申請について 承 認 

議案第10号 教育委員会の委嘱等について  可 決 

議案第11号 津幡町立学校における教職員多忙化改善に向けた取組方針に 

 ついて 
 可 決 

議案第12号 津幡町教育委員会職員の勤務時間に関する規則の一部を改正 

 する規則について 
 可 決 

議案第13号 津幡町教育委員会事務の一部の委任及び補助執行に関する規 

 則の一部を改正する規則について 
 可 決 

議案第14号 津幡町教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則に 

 ついて 
 可 決 

議案第15号 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規 

 則について 
 可 決 

その他（１） 令和５年度津幡町中学生海外派遣交流事業について 了 承 

その他（２） 第75回石川県民スポーツ大会冬季大会スキー競技の結果につ 

いて 
 了 承 

その他（３） 第31回つばた健勝マラソン大会の結果について 了 承 

その他（４） 津幡町住吉公園屋内温水プール「アザレア」オープニングセ 

レモニーについて 
 了 承 

その他（５） 当面する諸行事について  

その他（６） その他    

６ 議事の経過等  以下のとおり 

  吉田教育長が開会を宣言し、議事録署名委員として山本委員を指名した。引き続き、教育長の

諸般の報告を行い、本日の議件について審議に入った。 



  審議に入り、報告第６号から第８号、議案第10号から第15号、その他（１）から（４）につい

て別添資料に基づき事務局より報告・説明し、質疑応答が行われ、承認、可決、了承した。また、

４月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

４月の教育委員会議日程：令和５年４月２０日（木）午後１時３０分から 

７ 主な質疑・応答の内容について 別紙議事要旨のとおり 
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発 言 者 発    言    要    旨 

  〔開会〕午後１時 30分  

吉田教育長は、委員定数５名中４名出席により定足数に達しており、本会議が有効と認め第３回

津幡町教育委員会の開会を宣言した。 

＜日程第１ 議事録署名員の指名＞  

吉田教育長 あいさつ。会議日程にそって進めさせていただきます。日程第１ 議事録署名員の

指名に入ります。本日の議事録署名員には、山本委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（令和５年 第２回）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第２ 前回議事録の報告をお願いします。 

松岡書記 （令和５年２月 15日（水）開催の第２回教育委員会議内容を報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告で何かご質問等ございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

＜日程第３ 教育長の諸般の報告＞ 

吉田教育長 それでは、日程第３ 教育長の諸般の報告に入ります。別紙資料をご覧ください。

２月 16日から本日までの報告となります。主なものだけ取りあげていきたいと思いま

す。 

３月５日に町公民館大会をシグナスで開催しました。２年ぶりの開催でしたが、大

変多くの町民の参加があり、有意義な大会となりました。大会では、社会教育功労者

表彰が行われ、続いて小矢部市の東部公民館と本町の河合谷公民館の活動発表があり

ました。続いて講演会では、倶利迦羅不動寺の五十嵐住職が「これからの地域活動」

と題してお話をされました。 

３月 10日に中学校の卒業式が行われ、教育委員の皆様にもご出席いただきました。

新型コロナウイルスの感染対策として、両中学校とも卒業生のほか、生徒は在校生の

代表のみということでしたが、大変多くの保護者がご参列されて感動的な卒業式とな

りました。 

３月 16 日と 17 日の２日間に渡って小学校の卒業式が行われ、私は太白台小学校の

方に参列しました。太白台小学校では卒業生はマスクを外しておりましたが、在校生

や教職員はマスクをしている人が多かったような印象を受けました。時間短縮を図り

ながらの進行でしたが、こちらも大変さわやかな卒業式でした。 

３月 21日につばた健勝マラソン大会を、好天のもと４年ぶりに開催することができ

ました。コースが新しくなり、ジュニアの子どもたちの参加も多くあり、活気ある大

会となりました。成績等につきましては、後程事務局より報告させていただきます。 

 主なものについての報告は以上です。何かご質問等ありましたらお願いします。…
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…よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

＜日程第４ 報告する議案 報告第６号、第７号＞  

吉田教育長 それでは、続きまして日程第４ 報告する議案に入りたいと思います。報告第６号

行政委員会等の会議報告について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より報告いたします。 

（当日資料Ｐ２、３に基づき、津幡町社会教育委員会議、津幡町図書館協議会の会議

内容について報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第７号津幡町招致外国青年任用規則の一部を改正する規則につい

て事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ４～10に基づき、津幡町招致外国青年任用規則の一部を改正する規則につい

て報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 

＜追加日程第１ 報告する議案 報告第８号＞ 

吉田教育長 続きまして、追加日程に入ります。日程第１ 報告第８号津幡町教育委員会後援等名

義使用申請について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より津幡町教育委員会後援等名義使用申請について報告いたします。 

（当日資料に基づき、申請１件について承認としたことを報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 10号～第 15号＞ 

吉田教育長 それでは、続きまして日程第５ 審議する議案につきまして、議案第 10号教育委員

会の委嘱等について事務局よりお願いします。 

山崎課長  それでは、教育総務課より説明させていただきます。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町いじめ問題調査委員会委員の委嘱について説明する。） 

北山課長  引き続き、学校教育課より説明させていただきます。 

（資料Ｐ２に基づき、令和５年度学校医等の委嘱について説明する。） 

宮崎課長  引き続き、生涯教育課より説明させていただきます。 
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（当日資料に基づき、津幡町各地区公民館長の委嘱について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員  いじめ問題調査委員会は定期的に開催されるものなのですか。 

山崎課長  委員は２年任期で、任期当初に委員長と副委員長を決める委員会を開き、津幡町の

現状について委員の方にご理解いただくため、その説明もさせていただいております。

２年の任期の間に、他に重大事案等がない場合は、当初の委員会の後には開催してお

りません。 

吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長  続きまして、議案第 11号津幡町立学校における教職員多忙化改善に向けた取組方針

について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ３に基づき、津幡町立学校における教職員多忙化改善に向けた取組方針につ

いて説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員  ８月の学校閉校日の先生方の扱いはどうなっていますか。年次有給休暇を取得して

いるのですか。 

北山課長  先生によってさまざまで、特別休暇や年次有給休暇を取得されています。 

山本委員  先生方は休んでおられるのですね。年次有給休暇は年間５日以上取得するように、

となっていますが、行政職員も同様ですか。 

北山課長  はい。 

山本委員  先生方は年間５日、いつ取得するのでしょうか。 

北山課長  春休み、夏休み、冬休みの間の取得が多いです。 

吉田教育長  学期期間中であっても、さまざまな理由で年次有給休暇の届出は出てきております。

ご自身の体調不良やその他の理由でも、授業の調整をしながら有給休暇を取得するこ

とは、昔よりは増えてきました。 

山本委員  授業のある日にお休みすると、代わりに他の先生が授業を代行することになります

よね。そうやって互いに授業を代行し合うことになるのならば、先生方の負担は軽減

されないのではないでしょうか。町ができる対策として、学習指導要領上問題がある

のかわからないのですが、美術や音楽、書写などの専門的な教科について、外部の講

師に委託することは難しいでしょうか。 

吉田教育長  現在講師不足といわれており、教員 OBであってもなかなか引き受けてくださる方が

いないという現実がありまして、非常に難しいです。山本委員のおっしゃることはよ

くわかるのですが、いま学校の中で年間５日以上の年次有給休暇の取得に努めるとい

うのは、本当に有給休暇を取らない先生方が、部活動もあるために特に中学校で非常
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に多かったんですね。ですから、最低限年間５日以上の取得を推奨していこうという

ふうにしています。それから、確かに誰かが休むと代わりに授業をしなければならな

いということがあります。なかなか休みにくいというものを、少しでもお互い様の精

神で、自分がどうしても休みたいときに休めるようにしていこう、休みづらい雰囲気

をなくしていこうということを、いま現場で進めているところです。時代の流れに伴

い、昔よりは休みを取りやすい雰囲気に改善はされてきているのですが、山本委員が

おっしゃったように、誰かが代わりにカバーしなければならないという課題は残りま

す。 

山本委員  もし自分ならと考えますと、休もうにも周りを気遣って休みにくいと思いますので、

休みやすい雰囲気づくりを学校全体で盛り上げていっていただきたいと思います。 

 多忙化改善に向けた取組はいろいろありますが、やはり最終的には、先生方の数を

増やしてもらいたいですね。 

吉田教育長  県が進めている事業のなかで、小学校高学年の教科担任制が少しずつ広がってきま

して、来年度これまでと明らかに変わるのは、小規模校にも専科教員が配置されるこ

とになったことです。週に大体８時間、９時間ほどですが、小規模校でそれくらい他

の方が授業を受け持ってくれるということで、これまで小規模校の先生の空き時間が

非常に少なかったのが少し緩和されることが見込まれます。一方で、全体の数が決ま

っているので、その分減る学校もあります。職員の多い学校は他の方法でカバーして

いくことになりますが、いずれにせよ、山本委員がおっしゃったように、教員の数を

増やしていくことが大事ということで、さまざまな団体の方から文部科学省、そして

国への要望を出しているところです。 

渡邉委員  多忙化改善の一環として、もし地域の方に授業をしてもらっても、そのときに担任

がついていないことには授業として１カウントにならないということがあるので、国

あるいは県が認めてくれないと、町単独ではなかなか難しいですね。 

 外部の部活動指導員の方は、平日と土曜日に指導していらっしゃるのですか。 

北山課長  現状では、水曜日を除く平日と、土曜日の午前の中で出務してもらっています。 

渡邉委員  部活動の地域移行の話では、休日の部活を地域に移行していくということになると

思うのですが、いまのところ休日の出務は土曜日だけなのですね。 

北山課長  原則、部活動は水曜日、日曜日はお休みでして、土曜日も必要に応じて出務しても

らっています。 

鳥越委員  学校閉庁日の８月 10 日から 16 日の７日間は、中学校の部活動も休みにしているの

ですか。 

北山課長  はい。教員が休みなので、部活動も休みです。ただ一部、全国大会などへの出場が

決まり、翌日の 17日から遠征となる部活動などは、この原則から外れることもありま



 

議   事   要   旨 

5 

 

す。 

鳥越委員  そうなりますと顧問の先生はお休みできないのですね。 

吉田教育長  基本的には学校閉庁日のこの７日間は、教員だけでなく子どもたちにも夏休みに部

活動の長期の休みを与えるために、部活動も一切しないことにしています。ただ、夏

の全国大会がお盆明けから始まりますので、その部に限り、校長の許可をもって数日

間の活動を例外的に認めています。ただし、大会と名のつくものならなんでも認める

というわけではなく、対象はあくまでも全国大会出場の部、あるいはその部の選手、

ということです。例を挙げますと、例えば陸上部の個人の生徒が全国大会出場という

ことになりますと、その個人の生徒にその間の活動を認める、ということになります。

先生がその練習に参加した場合には、大会後に休養をとってもらうなどしています。 

 その他、よろしいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長  続きまして、議案第 12号津幡町教育委員会職員の勤務時間に関する規則の一部を改

正する規則について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ５、６に基づき、津幡町教育委員会職員の勤務時間に関する規則の一部を改

正する規則について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長  続きまして、議案第 13号津幡町教育委員会事務の一部の委任及び補助執行に関する

規則の一部を改正する規則について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ７、８に基づき、津幡町教育委員会事務の一部の委任及び補助執行に関する

規則の一部を改正する規則について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員  いま１人１台パソコン、オンライン授業、教職員の働き方改革などが実践されてい

る中で、以前と比べて個人情報の漏洩リスクが上がっていると思います。子どもたち

の成績など個人情報の管理を、先生方にはより一層緊張感をもって厳重に行っていた

だきたいと思います。 

吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長  続きまして、議案第 14号津幡町教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則

について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ９に基づき、津幡町教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則につ

いて説明する。） 
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吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長  続きまして、議案第 15号独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する

規則について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ11に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員  日本スポーツ振興センター共済掛金は町の歳入になるのですか。先生方に徴収の負

担はかかっていませんか。 

北山課長  町の歳入です。PTA 会費や教材費、給食費などと一緒に学校が徴収し、町へ納入し

ています。保護者の方からの直接の納入ではなく、学校を通して納入していただいて

います。 

山本委員  学校給食費の公会計化が議論されていると思うのですが、先生方の負担を軽減する

ため、この日本スポーツ振興センター共済掛金についても一緒に公会計化できません

か。PTA 会費など他にも徴収するものがあるので、これだけ除かれたところで負担は

あまり変わらないでしょうか。 

北山課長 そうですね。今後の検討課題といたします。 

吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。 

＜日程第６ その他の議事（１）～（６）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和５年度津幡町中学生海外派遣交流事

業について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ12に基づき、令和５年度津幡町中学生海外派遣交流事業について、現在受け

入れ先の調整中であることを説明する。） 

吉田教育長  ご質問等はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員  了承 

吉田教育長  続きまして、（２）第 75 回石川県民スポーツ大会冬季大会スキー競技の結果につい

て事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ13 に基づき、第 75 回石川県民スポーツ大会冬季大会スキー競技の結果につ

いて報告する。） 

吉田教育長  ご質問等はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員  了承 

吉田教育長  続きまして、（３）第 31 回つばた健勝マラソン大会の結果について事務局よりお願

いします。 
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宮崎課長 （当日資料に基づき、第 31回つばた健勝マラソン大会の結果について報告する。） 

吉田教育長  ご質問等はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員  了承 

吉田教育長  続きまして、（４）津幡町住吉公園屋内温水プール「アザレア」オープニングセレモ

ニーについて事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ14に基づき、津幡町住吉公園屋内温水プール「アザレア」オープニングセレ

モニーについて説明する。） 

吉田教育長  ご質問等はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員  了承 

吉田教育長 続きまして、（５）当面する諸行事について事務局よりお願いします。 

山崎課長 教育総務課と教育委員会全体に関するものについてご説明します。 

（資料に基づき、４月の教育委員、教育総務課関係諸行事について説明する。） 

 次回の教育委員会議を、４月 20 日（木）午後１時 30 分から開催したいと思ってお

りますがいかがでしょうか。 

全委員 了承 

北山課長 では、引き続き、学校教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、４月の学校教育課関係諸行事について説明する。） 

宮崎課長 生涯教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、４月の生涯教育課関係諸行事について説明する。） 

（教育委員の出席する行事等について確認を行う。） 

吉田教育長  ４月の教育委員会の行事について説明がありましたが、何かご質問、確認しておか

なければならないことはありませんか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（６）その他に入らせていただきます。事務局からお願いします。 

山崎課長 （当日資料に基づき、令和５年度教育委員が委員となる会議等について説明する。ま

た、令和５年度石川県市町教育委員会連合会定期総会の日程等について説明し、参加

委員を確認する。） 

北山課長 （当日資料に基づき、令和５年度小中学校入学式日程と教育委員の出席について確認

をする。また、教職員の離任式、令和５年度の辞令交付及び着任式、福祉教育プラザ

の開所式及び子育て支援備品贈呈式の日程等について説明する。） 

吉田教育長  ご質問等はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員  了承 

吉田教育長 それでは（６）その他としまして事務局からは以上となりますが、委員の皆様から

何かございましたらお願いします。……よろしいでしょうか。 
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では、以上をもちまして、令和５年第３回教育委員会議を閉会します。お疲れさま

でした。 

〔閉会〕 午後２時 55分 

 


